
迎 賓 館

税 制 調 査 会

規制改革推進会議

内 閣 府

内 閣 府

（総括図）
（ ）

（内部部局）（ ）

内 閣 総 理 大 臣

内 閣 官 房 長 官

特 命 担 当 大 臣

内 閣 官 房 副 長 官

副 大 臣

大 臣 政 務 官

大 臣 補 佐 官

事 務 次 官

内 閣 府 審 議 官

※

※

※

（ 人）※

（ 人）※

（ 人）※

（ 人以内）※

（ 人）

（デジタル庁又は他省の副大臣の
職を占める者をもって充てられる
副大臣を含まない。）

（内閣府設置法上、必要とされて
いるものは防災、沖縄及び北方対
策、金融、消費者及び食品安全、
少子化対策。）

（デジタル庁又は他省の大臣政務
官の職を占める者をもって充てら
れる大臣政務官を含まない。）

経済財政諮問会議

総合科学技術・イノベーション会議

国家戦略特別区域諮問会議

中 央 防 災 会 議

男女共同参画会議

宇 宙 政 策 委 員 会

民間資金等活用事業推進委員会

日本医療研究開発機構審議会

食 品 安 全 委 員 会

土地等利用状況審議会

休眠預金等活用審議会

公文書管理委員会

障害者政策委員会

原 子 力 委 員 会

地 方 制 度 調 査 会

選 挙 制 度 審 議 会

衆議院議員選挙区画定審議会

国会等移転審議会

公益認定等委員会

再就職等監視委員会

退 職 手 当 審 査 会

新技術等効果評価委員会

消 費 者 委 員 会

沖 縄 振 興 審 議 会

経済社会総合研究所

地方創生推進事務局

知的財産戦略推進事務局

科学技術・イノベーション推進事務局

健康・医療戦略推進事務局

宇宙開発戦略推進事務局

北 方 対 策 本 部

総合海洋政策推進事務局

金融危機対応会議

民間資金等活用事業推進会議

孤独・孤立対策推進本部

高 齢 社 会 対 策 会 議

消 費 者 政 策 会 議

国際平和協力本部

日 本 学 術 会 議

官民人材交流センター

食品ロス削減推進会議

沖 縄 総 合 事 務 局

（令和 年 月 日まで置かれるものとする。）

（令和 年 月 日まで置かれるものとする。）

国有財産地方審議会（地方支分部局）

地 方 交 通 審 議 会

沖縄位置境界明確化審議会

（施設等機関）

）

（特別の機関）

）

（審議会等）

）

重要政策に
関する会議

（
外
局
及
び
宮
内
庁
）

）

（ ）

原 子 力 立 地 会 議

犯罪被害者等施策推進会議

中央交通安全対策会議

事 務 局

事 務 局

事 務 局

事 務 局

事 務 局
防 災 監
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宮 内 庁

公 正 取 引 委 員 会

国 家 公 安 委 員 会

個人情報保護委員会

カ ジ ノ 管 理 委 員 会

金 融 庁

消 費 者 庁

警 察 庁

事 務 局

事 務 局

（内部部局）

京 都 事 務 所

御 料 牧 場

正 倉 院 事 務 所

（内部部局）

警 察 大 学 校

科 学 警 察 研 究 所

皇 宮 警 察 本 部 皇宮警察学校

管 区 警 察 局
東京都警察情報通信部

北海道警察情報通信部

管区警察学校

四国警察支局

金 融 審 議 会

証券取引等監視委員会

自動車損害賠償責任保険審議会

公認会計士・監査審査会

金融機能強化審査会

企 業 会 計 審 議 会

食品衛生基準審議会

消費者安全調査委員会

（内部部局）

（内部部局）

（地方支分部局）

（施設等機関）

（審議会等）

（審議会等）

こ ど も 家 庭 庁 （内部部局）

（施設等機関） 国立児童自立支援施設

（特別の機関） こ ど も 政 策 推 進会議

（審議会等） こ ど も 家 庭 審 議 会
旧優生保護法補償金等認定審査会

）

）

）

）

（附属機関）

（地方機関）

（ ）

（ ）

）

）

）

）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

）

事 務 総 局

地 方 事 務 所 支 所（地方機関）

（内部部局） ）

（ ）

）

消費者教育推進会議

（ ）

）

事 務 局

事 務 局
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内 閣 府 本 府
（内部部局）

大 臣 官 房

（宮内庁の定員を含まない。）

総 務 課

政策立案総括審議官

人

公 文 書 監 理 官

人、充て職

サイバーセキュリティ・情報化審議官

人

審 議 官

併任の者を除き 人、その
うち 人は、内閣総理大臣が
特に必要と認める場合に置
かれる。

参 事 官

併任の者を除き 人、そのう
ち 人は、内閣総理大臣が
特に必要と認める場合に置
かれる。

政 府 広 報 室

公 文 書 管 理 課

政 策 評 価 広 報 課

企 画 調 整 課

会 計 課

人 事 課

厚 生 管 理 官 人

政 策 統 括 官

人、うち 人は充て職

独立公文書管理監
人

賞 勲 局

男 女 共 同 参 画 局

沖 縄 振 興 局

参 事 官

参 事 官

人、併任の者を除く

審 査 官

総 務 課

人

男女間暴力対策課

推 進 課

総 務 課

参 事 官

総 務 課

人

経済動向特別分析官 人

人、併任の者を除く
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（審議会等）

食 品 安 全 委 員 会

注：委員長及び常勤の委員４を含まない数

事 務 局 次 長

事 務 局

人

総 務 課

評 価 第 一 課（委員長、委員 人（うち 人は非常勤））※
（注）委員長は委員の互選による。

評 価 第 二 課

情報・勧告広報課

農薬評価室

人評価調整官

（重要政策に関する会議）

経済財政諮問会議

（内閣総理大臣をもって充てる。）議 長

議 員 （次に掲げる者をもって充てる。①内閣官房長官、②経済財政担当大臣、③各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者、④法律で国務大臣
がその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者、⑤③④のほか、関係する国の行政機関の長のうちから、
内閣総理大臣が指定する者、⑥関係機関（国の行政機関を除く。）の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者⑦経済又は財政に関する政策につ
いて優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者）

総合科学技術・イノベーション会議

（内閣総理大臣をもって充てる。）議 長

議 員 （次に掲げる者をもって充てる。①内閣官房長官、②科学技術政策担当大臣、③各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者、④法律で国務
大臣がその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者、⑤③④のほか、関係する国の行政機関の長のうちか
ら、内閣総理大臣が指定する者、⑥科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者）

国 家 戦 略 特 別 区 域 諮 問 会 議

（内閣総理大臣をもって充てる。）議 長

議 員 （次に掲げる者をもって充てる。①内閣官房長官、②国家戦略特別区域担当大臣、③①②のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する
者、④経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、
内閣総理大臣が任命する者）

中 央 防 災 会 議

（内閣総理大臣をもって充てる。）会 長

委 員 （次に掲げる者をもって充てる。①防災担当大臣、②防災担当大臣以外の国務大臣、③内閣危機管理監、④内閣府の防災監、⑤指定公共機関の
代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者）

男 女 共 同 参 画 会 議

（内閣官房長官をもって充てる。）議 長

議 員 （次に掲げる者をもって充てる。①内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者、②男女共同参画社会の形成に関し優
れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
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国会等移転審議会 事 務 局

事 務 局 次 長

参 事 官

人、充て職

人、充て職

公益認定等委員会

注：委員長及び常勤の委員３を含まない数

事 務 局

事 務 局 次 長 人

（委員長、委員 人（非常勤、うち 人は常勤とすることが
できる））※
（注）委員長は委員の互選による。

総 務 課

審 査 監 督 官 人、うち 人は充て職

企 画 官 人

再就職等監視委員会 事 務 局 参 事 官 人
（委員長、委員 人（非常勤））
※

再就職等監察官

人、うち１人は検察官をもって充てる

消 費 者 委 員 会 事 務 局
（委員長、委員 人以内（非常勤））
（注）委員長は委員の互選による。

参 事 官

企 画 官

人

人

（施設等機関）

総 務 部
東京都

総 務 課

会 計 課

次 長 人

総括政策研究官 人

上席主任研究官 人

主 任 研 究 官 人

客員主任研究官 非常勤

経済社会総合研究所顧問 非常勤

情報研究交流部

景 気 統 計 部

国民経済計算部

経 済 研 修 所
充て職

研 究 交 流 官 人

企 画 調 査 課

国 際 基 準 課

国 民 支 出 課

国 民 生 産 課

分 配 所 得 課

国 民 資 産 課

価 格 分 析 課

地 域 課

総 務 部

研 修 企 画 官 人

迎 賓 館 総 務 課
東京都

次 長 人
接 遇 課

運 営 課

京 都 事 務 所 庶 務 課

運 営 課
（特別の機関）

地方創生推進事務局 企 画 官

次 長 人、充て職

審 議 官 充て職

参 事 官 充て職

（充て職

知的財産戦略推進事務局 企 画 官

次 長 人、充て職

参 事 官 充て職

充て職

サテライト勘定課

経済社会総合研究所

科学技術・イノベーション推進事務局 企 画 官

統 括 官 人、うち 人充て職

審 議 官 人、併任の者を除く

参 事 官 人、併任の者を除く

人、併任の者を除く

原子力専門調査官 人、充て職

（会長、委員 人以内（非常勤））
（注）会長は委員の互選による。

14

内
閣
府



健康・医療戦略推進事務局 企 画 官

次 長 充て職

参 事 官 充て職

人、充て職

宇宙開発戦略推進事務局 企 画 官

審 議 官 充て職

参 事 官 ２人、併任の者を除く

人、併任の者を除く

北 方 対 策 本 部 調 査 官

審 議 官 人

参 事 官 人

人

本 部 長 特命担当大臣をもって充てる

副 本 部 長 内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる

総合海洋政策推進事務局 企 画 官 人、充て職

次 長 人、充て職

参 事 官 充て職

金融危機対応会議

議 長 内閣総理大臣をもって充てる

議 員 次に掲げる者をもって充てる。①内閣官房長
官、②内閣府設置法第 条の特命担当大臣、
③金融庁長官、④財務大臣、⑤日本銀行総裁

民 間 資 金 等 活 用 事 業 推 進 会 議

会 長 内閣総理大臣をもって充てる

委 員 内閣総理大臣が指定する者をもって充てる

孤 独 ・ 孤 立 対 策 推 進 本 部

本 部 長 内閣総理大臣をもって充てる

副 本 部 長 孤独・孤立対策担当大臣をもって充てる

本 部 員 次に掲げる者をもって充てる。①総務大臣、②
法務大臣、③文部科学大臣、④厚生労働大臣、
⑤農林水産大臣、⑥国土交通大臣、⑦環境大
臣、⑧①～⑦に掲げるもののほか、本部長及
び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣
総理大臣が指定する者

高 齢 社 会 対 策 会 議

会 長 内閣総理大臣をもって充てる

委 員 内閣官房長官、関係行政機関の長、特命担当
大臣及びデジタル大臣のうちから内閣総理大
臣が任命する

幹 事 関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大
臣が任命する

中 央 交 通 安 全 対 策 会 議

会 長 内閣総理大臣をもって充てる

委 員 次に掲げる者をもって充てる。①内閣官房長
官、②国家公安委員会委員長、③国土交通大
臣、④指定行政機関の長、特命担当大臣及び
デジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命
する者

犯 罪 被 害 者 等 施 策 推 進 会 議

会 長 内閣総理大臣をもって充てる

委 員 次に掲げる者をもって充てる。①国家公安委
員会委員長、②国家公安委員会委員長以外
の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定
する者、③犯罪被害者等の支援等に関し優れ
た識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が
任命する者

消 費 者 政 策 会 議

会 長 内閣総理大臣をもって充てる

委 員 次に掲げる者をもって充てる。①特命担当大
臣、②内閣官房長官、関係行政機関の長、特
命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、内閣
総理大臣が指定する者

幹 事 関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大
臣が任命する

国際平和協力本部

調 査 官本 部 員 （内閣法第 条の規定によりあら
かじめ指定された国務大臣、関
係行政機関の長、特命担当大
臣及びデジタル大臣のうちから、
内閣総理大臣が任命する

人

本 部 長 内閣総理大臣をもって充てる

副 本 部 長 内閣官房長官をもって充てる

事 務 局

国際平和協力隊

事 務 局 次 長 人

参 事 官

人

実施計画ごとに、期間を定めて設置
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日 本 学 術 会 議 企 画 課

副 会 長

幹 事 会

事 務 局

人

第 一 部

第 二 部

第 三 部

常 置 の 委 員 会

臨 時 の 委 員 会

人 管 理 課

参 事 官 人

官民人材交流センター 総 務 課

官民人材交流センター長

官民人材交流副センター長

審 議 官

人内閣官房長官をもって充てる。 法令等遵守担当室

主 任 調 整 官 人

非常勤

事 務 局 次 長

食 品 ロ ス 削 減 推 進 会 議

会 長 内閣府設置法第 条の２の特命担当大臣をもって充てる。

委 員 次に掲げる者をもって充てる。①農林水産大
臣、②環境大臣、③①②のほか、会長以外の
国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定す
る者、④食品ロスの削減に関し優れた識見を
有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す
る者

原 子 力 立 地 会 議

議 長 内閣総理大臣をもって充てる

議 員 次に掲げる者をもって充てる。①総務大臣、②
財務大臣、③文部科学大臣、④厚生労働大臣、
⑤農林水産大臣、⑥経済産業大臣、⑦国土交
通大臣、⑧環境大臣
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沖縄総合事務局 総 務 課総 務 部

（地方支分部局） （ ）

（那覇市）

（ 人）

総 務 調 整 官 （ 人、充て職）

市町村施策支援推進官 （ 人）

調 査 官 （ 人）

監 査 官 （ 人）

庁 舎 管 理 官 （ 人）

安心・安全対策推進官 （ 人）

人 事 課

会 計 課

企 画 調 整 課

防災・危機管理課

情報システム管理課

跡地利用対策課

公 正 取 引 課

検 査 課財 務 部

総 務 調 整 官 （ 人、充て職）

証券取引等監視官 （ 人、充て職）

統括国有財産管理官 （ 人）

証 券 検 査 官 （ 人以内）

証券取引審査官 （ 人）

証券取引特別調査官 （ 人以内）

金融監督第一課

金融監督第二課

財 務 課

理 財 課

国有財産管理官 （ 人以内）

上席国有財産管理官 （ 人以内）

農 政 課農 林 水 産 部

総 務 調 整 官 （ 人）

首席企画指導官 （ 人）

経 営 課

農 村 振 興 課

生 産 振 興 課

統 計 調 査 課

消費・安全課

食 料 産 業 課

林 務 水 産 課

政 策 課経 済 産 業 部

経済産業危機管理対策官 （ 人）
企 画 振 興 課

地 域 経 済 課

商 務 通 商 課

中 小 企 業 課

環 境 資 源 課

エネルギー・燃料課

次 長

管 財 総 括 課

（ ）
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開 発 建 設 部

企 画 調 整 官 （ 人）

管 理 課

総 務 調 整 官 （ 人、充て職）

技 術 企 画 官 （ 人）

営 繕 調 査 官 （ 人）

技 術 管 理 官 （ 人）

港湾空港指導官 （ 人）

公園・まちづくり調整官 （ 人）

港湾空港情報管理官 （ 人）

主 任 監 査 官 （ 人、充て職）

監 査 官 （ 人、充て職）

適正業務管理官 （ 人）

総括技術検査指導官 （ 人）

（ 人）

品質確保対策官 （ 人）

収用認定調整官 （ 人）

官庁施設防災対策官 （ 人）

技 術 検 査 官 （ 人）

防 災 通 信 官 （ 人）

港湾空港技術対策官 （ 人）

港湾空港技術検査官 （ 人）

港湾空港技術審査官 （ 人）

港湾空港事業執行管理官 （ 人）

用 地 計 画 官 （ 人）

用 地 官 （ 人）

営 繕 監 督 官 （ 人）

災 害 査 定 官 （ 人、充て職）

用 地 課

防 災 課

情報通信技術課

技 術 管 理 課

港 湾 計 画 課

港 湾 建 設 課

空 港 整 備 課
港湾空港防災・危機管理課

建 設 行 政 課

建設産業・地方整備課

河 川 課

道 路 建 設 課

道 路 管 理 課

建 設 工 務 室

営 繕 課

営繕監督保全室

運 輸 部

海事振興・防災危機管理調整官 （ 人）

総 務 運 航 課

海事保安・事故対策調整官 （ 人）

首席運航労務監理官
（ 人以内）

運 航 労務 監理官

首席海事技術専門官
（ 人以内）

企 画 室

観 光 課

海事技術専門官

首席海技試験官
（ 人以内）

海 技 試 験 官

首席外国船舶監督官 （ 人以内）

外国船舶監督官 （充て職）

船 舶 船 員 課

陸 上 交 通 課

監 査 指 導 課

車 両 安 全 課

財 務 出 張 所

農林水産センター

土地改良総合事務所

農業水利事業所

ダム統合管理事務所

国 道 事 務 所

港湾・空港整備事務所

港 湾 事 務 所
国営沖縄記念公園事務所

陸 運 事 務 所

運 輸 事 務 所

（宮古（宮古島市）、八重山（石垣市））

那覇（那覇市）、名護（名護市）、
宮古島（宮古島市）、石垣（石垣市）

（豊見城市）

（宮古伊良部（宮古島市）、石垣島（石垣市））

（北部（名護市））

（南部（那覇市）、北部（名護市））

（那覇（那覇市））

（平良（宮古島市）、石垣（石垣市））

（本部町）

（浦添市）

（宮古（宮古島市）、八重山（石垣市））

上下水道・低潮線保全官
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公 文 書 監 理 官

参 事 官

宮 殿 管 理 官

車 馬 課

大 膳 課

陵 墓 課

皇 嗣 職 侍 医 長

皇 嗣 職 侍 医

上 皇 侍 医

上 皇 侍 医 長

侍 医 長

用 度 課

宮内庁（1048）（うち人事院規則上の特別職63人）

（内部部局） （894）

宮 内 庁

長 官

次 長

長 官 秘 書 官 ※（1人）

（1人）

長 官 官 房

主 計 課

宮 務 課

総 務 課

侍 従 職

皇 室 医 務 主 管

皇 室 経 済 主 管

※

※（1人）

※（1人）

（1人）

（1人）

（2人）

（1人、充て職）

◎（205）

◎（73）

上 皇 職 ◎（56）

上 皇 侍 従 長 ※（1人）

上 皇 侍 従 次 長 ※（1人）

上 皇 女 官 長 ※（1人）

※（1人）

上 皇 女 官

※（6人）

※（6人）

※（5人）

皇 嗣 職 ◎（50）

皇 嗣 職 大 夫 ※（1人）

※（1人）

※（1人）

皇 嗣 職 宮 務 官 ※（10人）

※（3人）

式 部 職 ◎（67）

式 部 官 長 ※（1人）

式 部 副 長 （2人）

式 部 官
（3人）

書 陵 部
（173）

編 修 課

図 書 課

管 理 部
（270）

庭 園 課

工 務 課

管 理 課

侍 従 長 ※（1人）

侍 従 次 長 ※（1人）

女 官 長 ※（1人）

※（1人）

侍 医

女 官

※（7人）

※（6人）

※（3人）

（1人）

秘 書 課

侍 従

上 皇 侍 従

皇 嗣 職 宮 務 官 長

宮 務 主 管

審 議 官

（注） 印が付されている職は、国家公務員法上の特別職のうち、
総定員法上の定員の総数の最高限度に含まれない職

※
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正 倉 院 事 務 所 庶 務 課

（施設等機関） (79)

(23)

(奈良市)
保 存 課

御 料 牧 場 庶 務 課
(56)

(栃木県)
畜 産 課

次 長 (1人)
農 産 課

京 都 事 務 所 庶 務 課
(75)

(京都市)
管 理 課

次 長 (1人)
工 務 課

（地方支分部局） (75)

林 園 課
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（外局）

公正取引委員会 （957）注：委員長及び委員４を含まない数

公 正 取 引 委 員 会 事 務 総 局 官 房

（委員長、委員4人）※

（957） ◎（106）

審 判 官

3人。
うち1人を上席審
判官とする。
うち1人充て職。

総 括 審 議 官 （1人）

政策立案総括審議官 （1人）

審 議 官 （2人）

公文書監理官 （1人、充て職）

サイバーセキュリ
ティ・情報化参事官

（1人）

参 事 官 （2人）

国 際 課

人 事 課

総 務 課

経 済 取 引 局

（306）

企 業 結 合 課

調 整 課

総 務 課

取 引 部

（174）

企 業 取 引 課

取 引 企 画 課

審 査 局

（344）

審 査 長

管 理 企 画 課

（5人）

訟 務 官

（1人）

審査局の定員344人に
は特別専門官4人を含
む。

審査管理官

審査専門官

（2人）

280人以内、うち7人
以内を特別審査専
門官とすることがで
きる。

特 別 審 査 長

（2人）

犯 則 審 査 部

（34）

地 方 事 務 所

（198） 総 務 課（地方機関）

北海道、東北、中部、
近畿中国四国、九州

取 引 課

下 請 課

第 一 審 査 課

第 二 審 査 課

第 三 審 査 課

第 四 審 査 課

経済取引指導官

（中部、近畿中国四国、九州）

（近畿中国四国）

（中部、近畿中国四国、九州）

総務管理官 （3人）（中部、近畿中国四国、九州）

審査統括官 （2人）（中部、近畿中国四国）

支 所 （近畿中国四国）

（中国、四国）

総 務 課

取 引 課

下 請 課

審 査 課

事 務 総 長
（1人）

（12,137）

デジタル・国際総括審議官 （1人）

フリーランス課

（内部部局）
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犯 罪 鑑 識 官

国家公安委員会 (8,763)注：うち635は地方警務官

警察庁（8,128）注：うち2,389は警察官

国 家 公 安 委 員 会

（委員長、委員5人）※

警 察 庁

（2,642） （791）

次 長 （1人）

長 官 官 房

公文書監理官

政策立案総括審議官 （1人）

技術総括審議官 （1人）

総括審議官 （1人）

（１人、充て職）

審 議 官
（７人、うち２人は充て職）

参 事 官

（８人、うち１人は充て職）

首 席 監 察 官 （1人）

企 画 課

総 務 課

技 術 企 画 課

犯罪被害者等施策推進課

通 信 基 盤 課

国家公安委員会会務官

生活安全局
（190）

生活経済対策管理官

刑 事 局

（648）

捜査支援分析管理官

捜 査 第 二 課

捜 査 第 一 課

刑 事 企 画 課

組織犯罪対策部
（296）

交 通 局
（180）

運 転 免 許 課

交 通 規 制 課

交 通 指 導 課

交 通 企 画 課

警 備 局

（573）

公 安 課

警 備 企 画 課

外事情報部
（263）

警備運用部
（140）

国際テロリズム対策課

外 事 課

都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官（地
方警務官）の定数は、都道府県を通じて635人である
（警察法施行令第６条）。
地方警務官は一般職の国家公務員とされる（警察法
第56条）。

組織犯罪対策第一課

国際捜査管理官

組織犯罪対策第二課

警 備 第 一 課

警 備 第 三 課

サイバー警察局

（260）

（内部部局）

情報技術解析課

サイバー捜査課

サイバー企画課

会 計 課

人 事 課

保 安 課

人身安全・少年課

生活安全企画課

警 備 第 二 課

警察庁長官 （国家公安委員会
が内閣総理大臣の
承認を得て、任免
する）

注：委員長及び委員５を含まない数
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（附属機関）（1,262）

警 察 大 学 校
（196）

（東京都府中市）

副 校 長

教 授

助 教 授

教 務 部 庶 務 課

会 計 課

教 務 課

警 務 教 養 部

生 活 安 全 教 養 部

刑 事 教 養 部

組織犯罪対策教養部

特別捜査幹部研修所

教 授

助 教 授

国 際 警 察 セ ン タ ー

教 授

助 教 授

財務捜査研修センター

教 授

助 教 授

取調べ技術総合研究・研修センター

教 授

助 教 授

警察政策研究センター

政 策 調 査 官

教 授

助 教 授

警察情報通信研究センター

教 授

助 教 授

サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 対 策 研 究 セ ン タ ー

教 授

助 教 授

附属警察情報通信学校

教 授

助 教 授

（1人）

科 学 警 察 研 究 所
（129）

（千葉県柏市）

副 所 長

研究調整官

総 務 部 総 務 課

会 計 課

法 科 学 第 一 部

主 任 研 究 官

法 科 学 第 二 部

主 任 研 究 官

法 科 学 第 三 部

主 任 研 究 官

法 科 学 第 四 部

主 任 研 究 官

犯 罪 行 動 科 学 部

主 任 研 究 官

交 通 科 学 部

主 任 研 究 官

（1人）

（1人）

総 務 調 整 官 （1人）

警 備 教 養 部

サイバー警察教養部

教 官 教 養 部

術 科 教 養 部

交 通 教 養 部
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附 属 鑑 定 所

主 任 研 究 官

法 科 学 研 修 所

主 任 教 授

教 授

助 教 授

皇 宮 警 察 本 部
（937）注：うち897は皇宮護衛官

（東京都千代田区皇居内）

副本部長

首 席 監 察 官

警 務 課

監 察 課

護 衛 部

護 衛 署

警 備 部

皇 宮 警 察 学 校

（4署（坂下、吹上、
赤坂、京都））

会 計 課

教 養 厚 生 課

警 備 第 一 課

警 備 第 二 課

護 衛 第 一 課

護 衛 第 二 課

侍 衛 官

上 皇 護 衛 課

（3人）

（地方機関）（4,224）

情 報 通 信 部
通 信 庶 務 課

機 動 通 信 課

通 信 施 設 課

情 報 技 術 解 析 課

府 県 情 報 通 信 部
（41か所）

通 信 庶 務 課

（1か所）通 信 支 所

機 動 通 信 課

通 信 施 設 課

情 報 技 術 解 析 課

管 区 警 察 学 校 庶 務 部

東北、関東、中部、近畿、
中国四国、九州

教 授

教 官

庶 務 課

会 計 課

教 務 部 教 務 科

初 任 幹 部 教 養 科

教 官 室

（関東）

指 導 部 学 生 科

教 官 室

総 務 調 整 官 （関東1人、
中部1人）

（1人）

管 区 警 察 局

（4,224）注：各管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を通じた数

東北、関東、中部、近畿、
中国四国、九州

総務監察・広域調整部 警 務 課

監 察 課

会 計 課首 席 監 察 官 （1人）

（東北、中部、中国四国、九州）

広 域 調 整 第 一 課

広 域 調 整 第 二 課

（2人）

（1人）

高 速 道 路 管 理 官

災 害 対 策 官

外 事 技 術 情 報 官

（1人）

（東北1人、 中部1人、中国四国1人、九州2人）

（東北1人、 中部2人、中国四国1人、九州1人）

総 務 監 察 部

首 席 監 察 官 （1人）

（関東、近畿）

警 務 課

監 察 課

会 計 課

監 察 官

会 計 監 査 官

（関東3人、近畿2人）

（1人）

監 察 官

会 計 監 査 官

広 域 調 整 第 一 課

広 域 調 整 第 二 課

高 速 道 路 管 理 官

災 害 対 策 官

外 事 技 術 情 報 官

（1人）

（1人）

（関東4人、近畿1人）

広 域 調 整 部

（関東、近畿）

サイバー特別捜査部

（関東）

人 事 調 整 官
（関東１人）

企 画 分 析 課

特 別 捜 査 課

特 別 対 処 課
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四 国 警 察 支 局 警 務 ・ 監 察 課

会 計 課

監 察 官
首 席 監 察 官 （1人）

会 計 監 査 官

広 域 調 整 課

高 速 道 路 管 理 官

災 害 対 策 官

（1人）

（1人）

（1人）

（1人）

通 信 庶 務 ・ 施 設 課

機 動 通 信 課

情 報 技 術 解 析 課

（4か所）

情 報 通 信 部

県 情 報 通 信 部 通 信 庶 務 課

機 動 通 信 課

通 信 施 設 課

情 報 技 術 解 析 課

東京都警察情報通信部

（東京都千代田区）

通 信 庶 務 課

機 動 通 信 第 一 課

機 動 通 信 第 二 課

通 信 施 設 課

情 報 技 術 解 析 課

多 摩 通 信 支 部 機 動 通 信 課

通 信 施 設 課

北海道警察情報通信部

（札幌市）

通 信 庶 務 課

機 動 通 信 課

通 信 施 設 課

情 報 技 術 解 析 課

方 面 情 報 通 信 部 通 信 庶 務 課

機 動 通 信 課（4か所）

通 信 施 設 課

情 報 技 術 解 析 課

（中国四国）

人 事 調 整 官 （1人）
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個人情報保護委員会（237）注：委員長及び常勤の委員４を含まない数

個人情報保護委員会

（委員長、委員8人（うち4人は
非常勤））※

事 務 局

次 長 （1人）

総 務 課

（237）

審 議 官 （2人）

政策立案参事官 （1人）

公 文 書監 理官 （1人、充て職）

参 事 官

（4人）
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カジノ管理委員会（172）

カ ジ ノ 管 理 委 員 会

（委員長、委員4人（うち2人は非
常勤とすることができる。））※

事 務 局

次 長 （1人）

監 察 官

（167）

総 務 企 画 部

（1人、検察官をもって充てられるものとする。）

総 務 課

企 画 課

依 存 対 策 課

公文書監理官

（1人、充て職）

（51）

監 督 調 査 部 監 督 総 括 課

規 制 監 督 課

調 査 課

（110）

財 務 監 督 課
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審 議 官

金 融 庁

（内部部局）

金 融 庁

審 判 官 （5人以内）

（1人）

政策立案総括審議官

（1人）

（645）

秘 書 課

総 括 審 議 官

(1,660)

(1,220）

公 文書監 理官

参 事 官

金融国際審議官

総 合 政 策 局

（1人）

（6人、うち1人充て職）

（1人、充て職）

（13人）（うち1人は、令和
12年3月31日まで置かれ
るものとする。）

総 務 課

総 合 政 策 課

リスク分析総括課

検 査 監 理 官 （1人）

（188）

監 督 局

企 画 市 場 局 総 務 課

市 場 課

企 業 開 示 課

総 務 課

銀 行 第 一 課

（387）

銀 行 第 二 課

保 険 課

証 券 課

資 産 運 用 課
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（ 審 議 会 等 ）

企 業 会 計 審 議 会

金 融 審 議 会

自動車損害賠償責任保険審議会

金 融 機 能 強 化 審 査 会

証券取引等監視委員会 事 務 局

次 長

総 務 課

市場分析審査課

証 券 検 査 課

取 引 調 査 課

開 示 検 査 課

特 別 調 査 課

証券検査監理官

(1人)

（委員長、委員2人）※

(2人、うち1人充て職)

(1人)

総 括 調 整 官

主 任 情 報 技 術 専 門 官

情 報 技 術 専 門 官

主 任 証 券 取 引 審 査 官

証 券 取 引 審 査 官

イ ン タ ー ネ ッ ト 審 査 官

主 任 国 際 専 門 審 査 官

国 際 専 門 審 査 官

統 括 検 査 官

特 別 検 査 官

専 門 検 査 官

証 券 検 査 官

統 括 調 査 官

総 括 証 券 調 査 官

主 任 証 券 調 査 官

証 券 調 査 官

特 別 調 査 管 理 官

統 括 特 別 調 査 官

主任 証券取引 特別調査 官

証 券 取 引 特 別 調 査 官

主 任 国 際 専 門 調 査 官

国 際 専 門 調 査 官

証 券 調 査 指 導 官

証 券 調 査 審 理 官

(1人)

(4人)

(5人)

(51人、うち26人充て職)

(7人)

(1人)

(4人)

(5人)

(23人)

(13人)

(154人、うち106人充て職)

(3人)

(2人)

(16人)

(1人)

(179人、うち124人充て職)

(2人)

(1人、充て職)

(3人)

(15人)

(320人、うち270人充て職)

(1人)

(2人)

公認会計士・監査審査会 事 務 局

（会長、委員9人以内（うち1人は
常勤とすることができる））※

総 括 調 整 官

試 験 専 門 官

公 認 会 計 士 監 査 審 査 官

総括公認会計士監査検査官

主任公認会計士監査検査官

公 認 会 計 士 監 査 検 査 官

(1人)

(1人)

(1人)

(1人)

(7人)

(38人、うち11人充て職)

（1人、充て職）

（379）注：委員長及び委員２を含まない数

（61）注：会長及び常勤の委員１を含まない数

総 務 試 験 課

審 査 検 査 課

（金融機能の強化のための特別措置に関する法律
施行令第34条の２に規定する日までの間、置く）

公 認 会 計 士 監 査 検 査 室

（440）
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消 費 者 庁 （478）

消 費 者 庁 総 務 課

次 長 （1人）

政策立案総括審議官 （1人）

審 議 官 （4人）

公 文 書 監 理 官 （1人、充て職）

参 事 官 （2人）

消 費 者 政 策 課

消 費 者 制 度 課

消費者教育推進課

地 方 協 力 課

消 費 者 安 全 課

取 引 対 策 課

表 示 対 策 課

食 品 表 示 課

参 事 官 （2人）

（審議会等）

食品衛生基準審議会

消費者安全調査委員会

消費者教育推進会議

食品衛生・技術審議官 （1人）

食品衛生基準審査課

（内部部局）（478）
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公 文 書 監 理 官

参 事 官

こども家庭庁（510）

（内部部局） （422）

こ ど も 家 庭 庁

（3人）

（1人、充て職）

（135）

総 務 課

審 議 官

うち1人は、令和8年3月31日ま
で置かれるものとし、充て職。

併任の者を除き1人。

（1人）

長 官 官 房

参 事 官

（188）

（1人）

成 育 局

保 育 政 策 課

成 育 基 盤 企 画 課

成 育 環 境 課

母 子 保 健 課

安 全 対 策 課

（99）

総 務 課支 援 局

虐 待 防 止 対 策 課

家 庭 福 祉 課

障 害 児 支 援 課

庶 務 課

調 査 課

教 務 課

医 務 課

次 長 （国立武蔵野学院１人)

国立児童自立支援施設

（国立武蔵野学院（さいたま市）、国立きぬ川学院（さくら市）)

附 属 人 材 育 成 セ ン タ ー

（88)

（国立武蔵野学院)

（充て職)

副 セ ン タ ー 長 （充て職)

研 修 課

養 成 課

（施設等機関） （88）

総 務 課

参 事 官

こ ど も 家 庭 審 議 会

（審議会等）

旧優生保護法補償金等認定審査会

こども政策推進会議

（特別の機関）

会 長

委 員

(内閣総理大臣をもって充てる)

(内閣府特命担当大臣（こども政策）、内閣総理大臣が指定する国務大臣をもって充てる)
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